
 
 
 町が収集する場合の「ごみ」については、証紙が印刷された「指定ごみ袋」を取扱店で購入し、

使用していただきます。 

 埋立処分場・清掃センターへ直接搬入する場合と粗大ごみについては、それぞれの証紙を取扱

店で購入していただきます。 

収集

区分 
分別区分 ごみ処理手数料 備    考 

燃やせるごみ 

４５㍑／１枚    ２００円

３０㍑／１枚    １５０円

２０㍑／１枚    １００円

１０㍑／１枚     ５０円

燃やせないごみ 
３０㍑／１枚    １５０円

２０㍑／１枚    １００円

証紙が印刷された「指定

ごみ袋」での収集 

町

が

収

集 

資源ごみ 

無  料

※ただし、資源ごみ用指定袋（プラ

スチック用は除く）を購入 

資源ごみ袋代 

４５㍑／１枚 １２円 

３０㍑／１枚 １０円 

燃やせるごみ 

（清掃センター） 

燃やせないごみ 

（埋立処分場） 

１０ｋｇにつき    ９０円 事前に証紙を購入 

資源ごみ 

（リサイクルセンター） 
無  料

 

直

接

搬

入 

粗大ごみ 

縦、横、高さの和（解体した物は解

体後）が 

１５０ｃｍ以下の物   ５００円

１５１ｃｍ以上の物  １,０００円

粗大ごみ用の証紙を購

入し、貼り付ける。 

※ 資源ごみのプラスチック容器類は、特に指定袋がありませんので、家庭にある透明か半透明

の袋を使用してください。 

※ 粗大ごみの収集は、事前に清掃センター（℡２－４３２３）へ連絡してください。 

お問い合わせ 

清掃センター 
℡ ０１４６６－２－４３２３ 


